
磯

　

池

見

　

學

　
　
　
　
　
　
　

序

　
　
　
　

自
分
は
昨
十
四
年
戎
衣
を
着
て
山
西
省
に
あ

　
　
　

っ
仁
が
、
其
の
際
、
襖
會
に
恵
ま
れ
て
河
東
捷

　
　
　

の
産
地
で
あ
る
解
州
の
廳
池
及
び
同
廟
を
見
學

　
　
　

す
る
事
が
出
来
仁
。
今
常
時
の
ノ
ー
ト
と
記
憶

　
　
　

を
辿
り
っ
χ
見
學
記
を
書
い
て
見
る
事
に
し
仁

　
　
　

が
、
常
時
求
め
た
拓
本
や
ら
、
其
の
他
の
材
料

　
　
　

が
到
着
し
て
居
な
い
の
で
、
今
同
は
単
な
る
見

　
　
　

學
記
に
止
め
、
詳
細
に
開
し
て
は
い
づ
れ
他
。
日

　
　
　

稿
を
改
め
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　

運
城
の
南
城
門
を
出
て
約
三
町
で
捷
池
廟
に

　
　
　

廸
す
る
。
廟
は
小
高
い
丘
か
ら
漸
次
下
っ
て
其

　
　
　

の
丘
の
下
に
東
は
安
邑
か
ら
西
は
解
噺
の
方
向

　
　
　

に
披
が
る
大
捷
田
が
あ
り
、
蓮
田
を
越
し
て
湖

　
　
　

其
の
南
に
は
中
條
山
脈
が
聳
え
る
絶
勝
の
地
に

　
　
　

あ
る
。
今
順
路
を
題
ん
で
行
こ
う
。

ぢ

　
　

蓮
池
に
は
周
園
に
土
塀
を
廻
ら
し
て
各
所
に

２
‘
門
が
設
け
ら
れ
て
居
る
が
ヽ
城
門
よ
り
二
町
の

記

所
に
中
禁
門
が
あ
る
。
二
層
の
檎
で
破
複
の
あ

と
が
著
し
く
、
碑
が
倒
れ
て
塵
に
埋
も
れ
て
居

　

門
よ
り
少
し
下
っ
て
丘
に
登
り
は
じ
め
る
と

一
坊
が
あ
り
、
北
面
に
は
阜
財
解
温
、
南
面
に

は
條
轡
聳
翠
の
文
字
が
蹟
み
と
れ
る
。
約
牛
町

で
廟
の
衷
側
に
建
す
る
が
、
裏
門
よ
ｂ
入
る
の
‘

は
順
路
で
あ
る
。
入
口
に
掲
示
（
布
告
）
が
見
え

　

一
、
車
馬
ノ
引
入
レ
ヲ
禁
ス

　

ー
、
廓
内
ヲ
汚
損
不
潔
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
ス

　
　
　
　

布

　
　

告

　

『
冤
進
車
馬
・

　

一
、
廟
内
貴
地
不
可
汚
施
臓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

迦
械
露
普
司
令
部

と
あ
っ
て
保
護
を
加
へ
て
矣
れ
て
居
る
の
は
如

何
に
も
嬉
し
い
。
兎
に
角
運
妓
を
訪
れ
る
ヽ
皇
族

名
士
は
必
ず
此
の
廟
に
訪
れ
る
由
で
あ
る
。

　

門
を
入
る
と
左
に
埋
像
塚
及
び
碑
が
あ
る
。

碑
は
民
國
の
も
の
で
新
し
い
が
、
こ
れ
は
清
末

中

　
　

谷

英

　
　

雄
・

に
雷
廟
内
に
一
像
も
止
め
ず
唐
楽
し
た
像
を
集

め
て
埋
め
た
塚
と
か
、
誰
が
廃
棄
し
た
の
か
今

思
ひ
出
せ
な
い
。

　

更
に
門
を
入
り
左
に
逞
む
と
瓦
大
な
三
殿
が

接
し
て
並
ん
で
居
る
。
重
勝
青
蔓
丹
後
屋
上
に

水
煙
の
如
き
物
々
し
／
(
I
l
飾
｡
£
r
＼
の
あ
る
三
殿
は
威

彫
的
で
あ
る
。
向
っ
て
左
は
風
洞
釣
殿
、
中
は

甕
港
御
殿
、
右
は
條
山
釣
殿
で
三
者
共
に
内
部

に
一
像
も
止
め
ぬ
認
に
外
槻
の
美
々
し
さ
に
比

べ
て
賞
に
カ
ラ
ン
と
し
尤
殺
風
景
な
も
の
で
あ

　

中
央
な
る
甕
池
釣
殿
に
は
入
口
に
震
馨
恪
恭

（
道
光
十
七
年
）
宏
恩
永
錫
（
道
光
十
九
年
）
徳
深

草
敷
（
嘉
慶
十
九
年
）
業
犯
休
徴
（
雍
正
乙
卯
）
の

四
額
を
褐
げ
、
内
部
に
は
勅
封
昭
恵
裕
章
甕
池

･
Ｎ
Ｊ
Ｓ
位
の
三
木
王
が
並
び
（
ｊ
人
啓
丁
卯
夏
五
月

吉
旦
）
其
の
前
に
祭
器
五
を
並
べ
、
條
山
釣
殿

に
は
條
山
之
釣
位
と
祭
器
三
、
風
洞
釣
殿
に
は

風
洞
之
初
位
と
祭
器
三
を
並
べ
て
居
る
丈
で
あ

る
。
入
口
に
は
三
殿
共
に
鐘
と
鼎
を
持
っ
て
居
。
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第
一
圖

　

池
紳
廟
概
景

　
　

（
圖
正
確
ナ
’
ル
尺
度
ヲ
川

　
　

ヒ
ズ
）

　
　
　
　

「
ス
ケ
ッ
チ
」

至＆鳩

　

↑

　

' ■/

ｒ
、
翼
来
賓
貢
坊

ロ
、
中
禁
門

ハ
、
阜
財
解
悦
坊

ニ
、
埋
像
塚
ト
碑

ホ
、
風
洞
紳
殿

へ
、
蓮
池
御
殿

ト
、
條
山
御
殴

チ
、
官
鹿

り
、
奏
行
楼

タ
、
碑
撲

　

殿
前
の
向
拝
は
三
つ
に
仕
切
ら
れ
て
居
る
が

丹
塗
り
の
柱
、
奄
龍
、
其
の
色
彩
の
鮮
か
さ
と

美
し
さ
に
は
今
迄
市
中
の
勁
ん
だ
色
を
見
て
居

仁
限
に
は
如
何
に
も
目
畳
ま
し
く
暫
く
の
叫
見

と
れ
て
居
仁
夕
聞
ぐ
、
と
こ
ろ
に
よ
る
と
最
近
某

宮
殿
下
の
御
来
臨
が
あ
つ
竹
際
洽
ぐ
り
換
へ
竹
山

で
あ
る
。

　

磋
池
釣
殿
の
前
の
向
秤
の
左
右
の
壁
に
は
各

二
つ
刻
石
を
は
め
こ
ん
だ
外
に
、
天
井
か
ら
床

ル
、
ワ
、
碑
僕

オ
、
土
地
紳
眼

力
、
杜
君
紳
眼

ヨ
、
海
光
枝

タ
、
地
賓
天
成
坊

ツソレ

　

ゝゝゝ
ラナネ

ゝゝ１

迄
自
塗
り
の
板
に
文
字
を
記
し
て
居
る
が
、
右

の
は

　

檄
乎
淮
乎
能
雪
模
氷
;
§
星
沃
白
東
西
百
二
十

　

里
涌
深
画
而
貢
國
珍
駁
造
化
紳
奇
弘
錫
川
路

　

昭
既

左
に
は

　

廣
矣
大
矣
鍛
圭
琢
璧
脅
圭
剖
珠
上
下
億
萬
千

　

年
裕
泌
儲
而
佐
邦
賦
羨
方
輿
美
利
直
斉
海
若

　

之
功

前
面
の
柱
の
紅
紙
の
聯
に
は

　

盟
是
國
家
豊
歳
件
三
牛
省
民
食
産
生
時
仝
頼

　

紳
功
浩
蕩
（
右
）

・
池
居
安
解
貰
年
暦
十
悶
月
期
開
成
獲
後
共
酬

　

聖
徳
汪
洋
（
左
）

と
あ
る
ｏ
石
階
を
下
る
と
左
右
に
煉
瓦
で
保
護

さ
れ
紀
元
の
大
碑
が
あ
る
。
高
さ
は
約
三
米
、

其
の
台
の
砲
映
の
大
な
る
事
と
其
の
顔
の
グ
ロ

テ
ス
ク
な
事
に
は
一
驚
し
紀
。
こ
れ
は
元
の
至
ヽ

治
元
年
の
紳
廊
碑
で
左
の
は
碑
背
に
も
刻
し
て

居
る
。

　
　
　
　
　

二

　

碑
よ
り
五
六
歩
進
む
と
戯
台
が
あ
る
。
支
那

の
い
づ
れ
の
吻
前
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
二

階
で
演
戯
を
行
ふ
や
う
に
な
’
つ
て
居
る
。
こ
れ

は
解
州
府
志
で
は
奏
行
楼
と
名
づ
け
て
あ
る
。

壁
に
山
水
や
鈍
鬼
の
綸
を
描
い
て
居
る
が
、
其

の
壁
に
河
東
民
衆
反
英
大
會
順
序
を
記
し
尤
紙

が
貼
り
つ
け
て
あ
り
、
講
演
の
唄
と
最
後
に
、

一
、
打
倒
英
國
侵
略
主
義

　

一
、
大
家
一
致
反

英

　

一
、
中
華
民
国
萬
歳

　

一
、
大
日
本
帝
國

萬
歳
と
の
口
昧
（
モ
ッ
ト
ー
）
が
記
さ
れ
て
あ

る
。
い
つ
の
も
の
か
分
ら
ぬ
が
六
月
十
六
日
よ

り
十
九
日
迄
祭
綾
だ
つ
～
が
其
の
間
に
行
は
れ

紀
も
の
だ
と
も
思
へ
る
。

　

戯
台
の
下
を
く
ｙ
ｎ
’
抜
け
る
と
一
宇
が
あ
り
・
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其
處
に
は
多
数
の
碑
が
並
ん
で
居
る
。
唐
元
明

清
民
國
の
も
の
等
あ
る
が
今
其
の
主
な
も
の
を

・
拾
っ
て
見
よ
う
。
（
配
置
は
第
一
一
岡
參
照
）

　
　

一
、
侍
御
史
粛
公
特
祭
甕
池
諸
紳
商
碑
（
萬

　
　
　
　

暦
三
十
五
年
丁
未
）

圖二第碑配置

○

圖

　
　
　

碑
○

壁
に
は
め
た
刻
石

　

＜
ｌ

二
、
勅
修
池
卵
廟
碑
記
（
萬
暦
二
十
年
）

三
、
重
修
池
紳
廟
碑
へ
萬
暦
四
十
五
年
）

四
、
重
修
廳
池
廟
碑
（
天
順
七
年
）

五
ヽ
ぶ
元
加
耽
之
碑
（
大
徳
三
年
八
月
）

六
、
新
脩
河
東
狭
西
都
韓
運
使
司
盟

　
　

‐
池
周
垣
之
碑
（
正
徳
十
三
年
）

七
、
御
製
祭
文
（
正
徳
六
年
）

八
、
詩
碑

九
、
河
東
甕
運
使
崔
文
徴
先
生
徳
政

　
　

碑
記
（
民
國
十
七
年
）

第
Ξ
圖

　

海

　

十
、
重
修
池
紳
廊
碑
記
（
民
國
七
年
）

　

。

　

十
一
、
重
修
池
紳
晦
碑
記
（
光
緒
十
七
年
）

　

十
二
、
重
修
復
池
卵
廟
之
碑
（
大
元
至
元
二

　
　
　

十
七
年
）

　

十
三
、
重
修
復
池
卵
廟
碑
記
（
道
光
十
七
年
）

　

十
四
、
大
元
加
狭
之
碑
（
大
徳
三
年
八
月
）

　

十
五
、
甕
池
卵
御
香
記
（
至
正
七
年
八
月
）

　

十
六
、
｀
大
唐
河
東
甕
池
卵
祠
記
（
貞
元
十
三

　
　
　

年
）

　

十
七
、
重
建
解
州
盟
池
卵
祠
記
（
弘
治
甲
子
）

　

十
八
、
創
修
盟
池
石
工
記
｛
萬
暦
二
十
五
年
｝

　

以
上
の
外
に
壁
に
詩
の
刻
石
が
は
め
こ
ん
で

あ
る
。
碑
の
大
部
分
は
二
米
位
の
大
型
で
よ
く

保
存
さ
れ
、
古
い
も
の
程
頭
部
の
龍
の
彫
刻
や

魏
鉄
は
美
事
で
あ
る
。
碑
面
を
寫
す
時
間
も
な

光

検

:回

知

ﾉ

]K:]

'.'£.,-~,■]

い
の
で
歿
念
に
思
っ
て
居
記
所
、
偶
然
拓
本
採

取
人
に
出
逢
っ
北
の
で
、
う
ま
く
頼
み
込
ん
で
。

海
光
僕
の
碑
と
の
中
か
ら
十
九
面
丈
採
取
せ
し

め
た
ｏ
此
の
拓
本
は
後
に
新
民
學
校
の
手
を
通

じ
て
自
分
の
許
に
屑
け
ら
れ
仁
。

　
　
　
　
　

Ξ

　

階
段
を
下
っ
て
海
光
僕
に
至
る
右
方
の
殿
宇

に
は
杜
君
之
祁
位
を
安
置
し
、
‘
其
の
前
の
碑
僕

に
は
正
徳
十
三
年
の
新
修
河
東
蓮
池
禁
門
垣
障

記
の
碑
が
あ
り
、
左
の
殿
に
は
土
地
之
紳
位
を

祭
り
、
’
其
の
前
に
は
道
光
十
七
年
の
碑
を
持
つ

碑
僕
が
あ
る
。

　

海
光
僕
は
（
第
三
国
朱
塗
り
の
二
層
楼
で
あ

っ
て
、
楼
上
に
登
り
得
る
。
襖
上
よ
り
南
方
を
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臨
め
ば
、
限
下
に
甕
田
が
見
え
、
所
々
に
白
き

磋
の
山
、
幽
か
に
動
く
人
影
、
宛
か
も
瀬
戸
内

の
盟
田
を
思
は
せ
る
も
の
が
あ
る
。
匯
田
の
向

ふ
は
湖
で
リ
ヤ
ス
式
の
屈
曲
多
く
、
湖
の
向
ふ

l≫tr7/6
O O Or-

岡置配碑下俊光海

　

圖１第

の
村
落
か
ら
は
、
す
ぐ
中
條
山
脈
に
績
い
て
居

る
。
微
風
に
吹
か
れ
つ
Ａ
見
波
し
て
居
る
と
胸

’
申
詩
趣
の
湧
く
を
畳
え
化
。
然
し
逞
に
文
字
に

表
は
し
得
ず
に
絡
つ
だ
。

’
・
海
光
橋
下
に
も
碑
多
い
が
、
詩
碑
の
多
い
の

は
敗
あ
り
で
あ
ら
う
。
（
碑
の
配
置
は
第
四
岡
）

　

一
、
重
修
池
卵
廟
碑
記
（
康
煕
五
十
七
年
）

　

二
、
三
、
見
湖
陶
謨
の
詩
（
嘉
靖
已
亥
）

　

四
、
重
鋼
解
池
形
勝
之
圖

　

・
五
、
告
文

　

六
、
蓮
池
虎
異
記
へ
嘉
靖
十
一
年
）

　

七
、
河
東
甕
池
賦
（
崇
破
戊
寅
）

　

八
、
民
侍
御
史
曾
公
大
裕
甕
儲
記
（
萬
暦
三

　
　
　

十
三
年
）

　

九
、
海
光
桜
賦
（
康
煕
庚
辰
）

　

十
、
登
石
門
北
望
寵
池
作
窪
池
歌

　

十
一
、
河
東
窪
池
之
圖

　

‘
十
二
、
延
裕
六
年
七
月
碑
（
破
複
し
不
分
明
）

　

十
三
、
侍
御
按
河
東
逡
飲
海
光
推
盾
別
（
嘉

　
　
　

靖
発
卯
）

　

十
四
、
甘
栗
逍
愛
記
（
康
煕
二
十
三
年
）

　

十
五
、
重
修
池
卵
吻
記
（
康
煕
五
十
六
年
）

　

十
六
、
大
修
池
陽
祠
宇
記

　

十
七
、
重
修
河
東
蓮
池
諸
卵
廟
記
（
康
煕
四

　
　
　

年
）

　

一
十
八
、
重
修
池
脚
廟
記
（
崇
禎
五
年
）

　

十
九
、
舜
帝
弾
琴
豪

　

此
等
の
碑
の
中
に
は
二
米
に
達
す
る
も
の
も

あ
る
が
、
大
部
分
は
小
碑
で
あ
る
。
推
の
柱
の

紅
紙
の
聯
に
は
六
十
階
波
臨
對
而
、
萬
干
唯
水

縮
雷
門
と
あ
る
の
も
賞
に
此
の
絶
景
を
言
ひ
得

て
妙
で
あ
る
。
（
第
五
岡
ゝ

　
　
　
　
　

四

海
光
接
の
前
の
坊
に
は
池
賓
天
成
と
あ
る
。

六
十
鈴
の
階
段
を
下
っ
て
行
く
と
舜
弾
琴
處
と

あ
る
坊
に
建
す
る
。
（
第
六
圖
）
其
の
前
に
石
琴

と
由
緒
を
記
し
仁
碑
が
あ
る
。
石
琴
は
五
〇
糎

位
の
長
さ
で
、
１
　
て
舜
帝
が
弾
じ
た
と
云
ふ
。

，～二や軋゛φｓヽヽ”’゛’

第
五
圖

　

海
光
楼
附
近
よ
り
太
陽
司
雨

　
　
　

聘
殿
喪
田
、
中
條
山
脹
を
臨
む
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２７９

叩
い
て
見
る
左
た
ｙ
ら
ツ
ノ
Ｘ
・
と
音
が
す
る
丈

だ
っ
た
。

　

功
の
次
の
一
殿
は
此
の
廟
の
】
番
先
端
の
も

の
で
司
雨
紳
位
、
其
の
背
面
に
池
に
面
し
て
太

陽
紳
位
が
祭
ら
れ
て
居
る
。
此
の
司
雨
太
陽
帥

殿
の
位
置
は
解
州
府
志
の
圖
と
は
位
置
を
異
に

し
て
居
る
。
府
志
に
は
此
の
雨
紳
位
の
位
置
が

。
寵
池
脚
殿
の
左
方
に
な
っ
て
居
る
が
、
今
其
の

位
置
に
は
城
障
廟
と
闘
帝
廟
が
あ
っ
て
、
城
障

廟
に
は
東
、
中
、
西
城
陛
之
帥
位
の
三
つ
が
祭

ら
れ
、
闘
帝
廟
に
は
開
平
、
開
帝
、
’
開
倉
の
三

紳
位
が
祭
ら
れ
て
居
る
。

　

こ
れ
で
廟
の
殆
ど
全
部
を
見
學
し
終
っ
記
の

だ
が
何
か
見
残
し
は
な
い
か
I
≫
ｉ
隅
々
迄
見
て
歩

い
北
が
別
段
登
見
す
る
所
が
な
か
っ
。
た
が
楽
書

を
二
つ
見
付
け
た
。

　
　

自
従
雷
兵
七
八
年

　
　

西
北
韓
了
牛
拉
夫

　
　

住
在
運
城
池
袖
廟

　
　

手
中
無
洛
分
文
銭

　
　

孫
中
山
先
生
来
革
命

　
　

馮
總
司
令
要
賞
心

　
　

五
十
萬
大
兵
去
敗
敢

　
　

留
下
打
元
主
運
城

下
手
な
字
で
か
き
な
ぐ
っ
て
居
る
の
で
寫
し

間
違
ひ
が
弗
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
兎
に
角
統

制
な
き
支
那
兵
の
‘
悲
哀
を
知
っ
て
同
じ
戎
衣
を

着
て
居
る
身
同
情
を
禁
じ
得
な
か
っ
む
。

　
　
　
　
　

五

　

下
か
ら
仰
ぐ
と
廟
金
鼓
が
青
空
に
浮
い
て
宛

も
龍
宮
城
の
如
く
で
あ
る
。
（
第
七
阪
）
此
の
廟
。

の
ど
こ
を
渉
い
て
見
て
も
、
時
々
出
逢
ふ
遊
覧

客
以
外
一
人
の
番
人
も
居
ら
な
い
ら
し
い
。
淋

し
い
感
じ
が
す
る
。
眉
白
の
老
僣
で
も
居
た
な

ら
如
何
に
似
合
し
く
、
又
語
り
合
へ
る
の
に
と

残
念
で
あ
る
。

　

此
の
廟
は
唐
の
時
代
に
作
ら
れ
、
其
の
後
何

同
と
な
く
重
修
さ
れ
て
来
た
が
、
此
等
の
木
材

は
険
西
省
の
賓
難
山
よ
り
来
て
居
た
が
、
清
朝

で
最
後
に
修
築
し
た
際
は
木
材
を
運
ぶ
多
大
の

費
用
を
慮
っ
て
翌
城
市
中
の
古
材
を
求
め
し
め

た
と
云
ふ
。

　

碑
は
總
数
で
は
相
雷
あ
る
が
唐
碑
は
一
面
、

元
碑
の
五
面
を
除
い
て
は
清
朝
の
も
の
が
殆
ど

大
部
分
を
占
め
て
居
る
。
不
思
議
な
事
に
は
宋

碑
が
一
面
も
発
見
さ
れ
な
い
事
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　

六

　

丘
陵
下
に
磯
田
が
あ
ゐ
（
第
八
間
）
田
の
↓
様
に

匯
切
っ
て
水
を
満
・
し
て
居
る
が
、
、
嘗
め
て
見
る

と
賞
に
甕
辛
い
。
隅
の
方
で
は
結
晶
し
て
居
る
。

此
の
建
池
は
隨
分
と
廣
い
が
全
部
が
建
水
で
牒

な
’
ヽ
、
［
部
に
濃
い
復
水
が
湧
く
の
で
其
處
に

井
戸
を
堀
り
田
に
汲
入
れ
、
天
日
に
よ
っ
て
結

晶
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
天
日
に
よ
’
る
爺
大
部

分
は
夏
時
製
造
さ
れ
、
此
の
期
間
に
は
河
南
方

面
よ
り
勢
働
者
が
多
数
集
っ
て
来
て
製
盟
に
従

事
す
る
の
で
あ
る
。
多
少
雑
物
を
鋤
じ
た
復
は

堆
積
さ
れ
、
上
を
泥
で
塗
り
こ
め
そ
の
上
に
ヴ

ン
ベ
ラ
の
被
ひ
を
か
け
て
貯
蔵
し
、
資
質
す
る

の
で
あ
る
。

景風田喪圖Ａ第
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日
支
事
僥
勃
受
に
よ
り
此
の
製
甕
事
業
も
中

止
さ
れ
、
共
後
日
本
軍
の
管
理
下
に
入
っ
だ
が

木
材
、
水
と
共
に
支
那
人
の
珍
重
す
る
廳
が
手

に
入
ら
ぬ
の
に
苦
し
ん
で
囃
盗
人
が
績
出
し
た

山
な
の
で
、
駈
務
管
理
局
で
は
鹿
警
を
置
き
、

収
締
り
を
行
ひ
一
方
製
甕
も
行
は
れ
初
め
た
。

　

逞
叛
の
町
に
山
西
凱
務
管
理
局
河
東
分
局
が

あ
る
が
、
此
の
廟
の
西
に
は
廳
警
の
詰
所
が
あ

っ
て
、
若
い
支
那
の
青
年
が
銃
を
持
っ
て
監
視

を
し
て
居
る
。
怖
告
が
あ
っ
仁
。

　

第
七
読

　
　

山
西
囃
務
管
理
局
河
東
分
局
催
告

　

認
催
告
事
茲
値
春
融
正
富
庭
池
工
作
始
之
除

　

池
下
各
商
戸
自
胞
粛
洽
閑
雑
人
等
以
使
工
作

　

進
行
再
客
歳
事
慧
各
商
戸
内
寄
居
逃
難
人
民

　

鞍
多
茲
限
於
三
月
三
十
壹
日
以
前
一
律
移
出

　

至
非
闘
襄
務
人
等
厳
禁
出
入
咲
池
案
閣
場
産

　

作
業
影
響
至
認
重
大
仰
爾
商
民
人
等
一
替
週

　

知
其
各
漂
連
勿
違
切
切
此
仰

　
　

中
華
民
国
二
十
八
年
三
月

　

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

励

　

長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

副
局
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

賓
貼
中
頭
俯
王
凹
芳

　

日
本
文
・
の
方
は
寫
さ
す
家
の
中
に
入
る
と
廳

警
の
分
隊
長
李
忠
斌
君
が
居
た
の
で
暫
く
話
を

し
た
。
甕
警
の
服
装
は
服
色
閥
防
色
、
折
襟
で

脚
絆
を
つ
け
る
。
襟
章
に
は
金
の
縁
の
中
に
磨

警
の
文
字
肩
章
は
我
が
國
の
巡
査
の
如
く
椴
に

つ
け
、
痩
の
文
字
と
１
　
エ
ナ
メ
ル
塗
り
の
星
。

ボ
タ
ン
に
噸
の
文
字
が
入
っ
て
居
る
。
右
腕
に

腕
章
を
つ
け
、
こ
れ
に
は
マ
ー
ク
と
山
西
懸
務

控
珊
局
囃
警
第
一
大
隊
第
四
中
隊
第
壹
壹
肆
狭

左
の
腕
に
銀
金
銀
の
三
本
の
山
型
を
つ
け
、
胸

に
姓
名
を
記
し
た
小
布
片
を
附
け
て
居
る
。
帽

子
は
同
じ
く
閥
防
色
で
、
軍
帽
と
同
じ
型
で
あ

る
。
こ
ゝ
の
苦
力
は
軍
管
理
第
四
十
工
場
所
娠

公
介
囃
場
工
人
許
丙
章
と
い
ふ
風
な
腕
章
を
つ

け
て
居
る
。

　

こ
れ
で
吻
及
び
廳
田
の
見
學
を
絡
っ
た
が
、

寺
に
つ
い
て
の
考
鐙
的
な
事
及
び
甕
田
に
開
す

る
詳
細
は
い
づ
れ
稿
を
改
め
て
の
事
と
思
っ
て

屏
る
。
（
完
了
）

　

へ
昭
和
十
五
年
三
月
五
日
記
）
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京
濃
線
と
ｕ
^
ｃ
ど
Ｊ
Ｊ
ｌ
Ｏ
（
綾
）

○
昨
日
彰
徳
に
着
い
て
夕
方
ま
で
に
町
を

一
巡
’
９
見
て
ま
は
り
ま
し
仁
。
仲
々
賑
や

か
な
町
で
城
壁
の
中
す
き
ま
の
な
い
迄
に

家
の
っ
ま
っ
て
ゐ
る
の
に
は
感
心
し
ま
し

た
。
今
朝
は
東
南
僣
街
に
あ
る
韓
埼
の
祠

堂
を
た
づ
ね
ま
し
た
。
和
常
に
立
涙
な
廟

で
韓
王
廟
と
い
っ
て
居
ま
す
。
奥
の
正
堂

に
は
韓
埼
の
木
像
が
祀
っ
て
あ
っ
て
軒
に

は
光
緒
帝
や
西
太
后
の
書
い
た
額
が
か
ｓ

つ
て
ゐ
ま
す
前
庭
の
西
側
に
碑
屋
と
も
い

ふ
べ
き
建
物
が
あ
っ
て
、
か
の
有
名
な
喪

錦
堂
記
（
文
は
欧
陽
脩
、
書
は
蔡
襄
）
や
宣

和
四
年
の
年
胱
の
あ
る
柴
事
堂
記
な
ど
を

始
め
大
徳
二
年
の
韓
魏
王
新
廟
碑
そ
の
他

幾
つ
も
の
碑
が
立
っ
て
ゐ
ま
す
。
壁
間
に

は
韓
踏
の
撰
並
に
書
を
あ
る
韓
悽
墓
誌
銘

な
ど
が
嵌
め
込
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
廟
の

鄙
が
韓
跨
の
故
宅
で
光
緒
の
宋
年
か
ら
巾

學
校
と
な
っ
て
ゐ
仁
の
が
最
近
で
は
軍
の

病
院
に
使
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
頼
ん
で
見
せ

て
貰
ひ
ま
し
た
が
中
央
の
堂
に
は
明
の
彰

徳
府
知
事
陳
九
籾
の
筆
に
な
る
大
き
な
喪

錦
堂
の
額
が
か
ｓ
つ
て
を
り
前
庭
の
陽
側

に
は
卯
鴫
亭
と
秘
魚
軒
と
が
あ
り
ま
す
。

…
…
此
等
の
建
物
は
乾
隆
四
十
何
年
か
に

重
修
さ
れ
た
も
の
ｙ
i
様
で
す
。
彰
徳
を
姿

っ
て
夕
方
新
郷
に
着
き
ま
し
た
。
皇
軍
入

城
二
遁
年
記
念
日
の
や
う
に
思
は
れ
ま

す
。
（
二
月
十
七
日
新
郷
に
て
日
比
野
）

｜
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